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10 院内暴力対応 

10－1 標榜 

私たちは、院内、それに準じる場での身体的・精神的暴力を一切認めません。 

患者様、職員に危害が及ぶ行為については断固、阻止いたします。 

10－2 院内暴力の定義 

診察中、病棟内、又はそれに準じる場所において、患者及び患者家族から医療従事者

に対しての暴力行為を対象とする。 

 

10－3 院内暴力のレベル 

１．レベルⅠ  

暴言・ハラスメント 

具体例：大声を出したり、すごんだりして身の危険を感じるようなレベル 

２．レベルⅡ 

脅迫・暴力行為及び器物の破損、傷害行為。もしくは、LvⅠでは収まらない暴言行為 

具体例：暴力を振るう、凶器を持ち出す等のレベル 
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10－4 発生時の対応 

１．レベルⅠ：暴言、ハラスメント 

 

おさまった場合 

 

 

やめない場合 

 

 

      平日・日中                     夜間・時間外 

 

 

 

 

 

①危険を最小限に抑えるためにも 1人では対応しない 

②対応時は医療安全管理室の者は 2名で対応する 

③そろわない時は管理室の者を含む 2名で対応 

④病室・部屋のドア、カーテンを開け出口側で対応し、 

                逃げ道を確保する 

⑤必要以上に相手に近づかず、暴力を受けそうになった 

                ときは逃げる 

 

その後の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備員(PHS:1407) 

やめるよう説得 ・診療録に記録する 

・現場責任者へ報告 

・被害者から、報告書（事故報告書）の記載、提出 

・各部署の責任者より、被害者からの事実の確認と精神的サポートを行う 

近くにいる職員を呼ぶ 

参事（医事課長） 参事（検査科長） 参事（リハビリ科長）

（PHS:1511） （PHS:1201） （PHS:1516）

参事（看護次長） 医療安全管理者 MSW

（PHS:1302） （PHS:1413） （PHS:1206）

医　療　安　全　管　理　室
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２．レベルⅡ：脅迫・暴力行為及び器物の破損、障害行為、もしくはレベルⅠ

ではおさまらない暴言行為 

 

 

 

 

 

 

 

             平日・日中          夜間・休日時間外 

 

 

 

 

※コール詳細は別紙  

 

 

 

 

 

※1）1人では対応せず 2名で対応する           

※2）夜間休日は 1名に連絡し連絡を受けた 

メンバーが他のメンバーに連絡 

（不在時は①から順に連絡） 

   

 

 

 

 

   

 

 

             

 

 

その後の対応 

 

 

 

 

 

 

 

・コードホワイトメンバーは「さすまた」を持参し現場に向かう 

・院内にいるコードホワイトメンバーは現場に集まる 

・コードホワイトメンバーが警察へ連絡する 

近くにいる職員を呼ぶ 

電話交換「9」に緊急放送「コードホワイト※」を依頼する 

士別警察署（緊急 110） 

刑事・生活安全課 

℡. 23-0110 

警備員(PHS:1407) 

呼ばれた・駆けつけた職員 

病院長 副院長 経営管理部長 看護部長

（PHS:1128） （PHS:1163） （PHS:1403） （PHS:1130）

病院管理責任者

・被害者から、報告書（事故報告書）の記載、提出 

・各部署の責任者より、被害者からの事実の確認と精神的サポートを行う 

・器物破損については各部署責任者が写真等の証拠書類を貼付し、経営管理課 

総務係へ報告し、弁償の請求をおこなう 

参事（医事課長） 参事（検査科長） 参事（リハビリ科長）

（PHS:1511） （PHS:1201） （PHS:1516）

参事（看護次長） 医療安全管理者 MSW

（PHS:1302） （PHS:1413） （PHS:1206）

医　療　安　全　管　理　室
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10－5 コードホワイトとさすまたの設置 

コードホワイト構成メンバー 

氏名 所属 PHS 備考 

田上 泰成 経営管理部 1511 医事課長 

佐藤 孝一 臨床検査科 1201 臨床検査科長 

宮本 直武 診療放射線科 1413 医療安全管理者 

小野 健一 リハビリテーション科 1516 リハビリ科長 

細川 雅嗣 地域医療室 1206 MSW 

春名 進之介 看護部 1411 認定看護師 

藤川 有紀子 看護部 1302 看護部次長 

池田 亨 経営管理部 1403 経営管理部長 

 

「さすまた」設置場所 

設置場所 本数 備考 

院内保育所 1本 入口窓側 

１階経理室 1本 受付窓側 

１階医事課 1本 会計窓口（奥 医事課 事務室） 

夜間事務室 2本  

２階病棟 2本 ホール窓側奥 

３階総務課 1本 入口左奥 

４階病棟 2本 配膳室エレベーター横 

５階病棟 2本 配膳室エレベーター横 

 

10－6 現場での対応、役割分担 

１．現場での役割 

被害者救済・・・・・・・・・・・・・医師、看護師 

院内患者・職員の安全確保・・・・・・医療職員、経営管理課医事係 

現場保存、加害者の確保・・・・・・・コードホワイトメンバー・警備員（夜間） 

警察への対応、弁護士への連絡等・・・経営管理課総務係 
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２．対応についての注意点 

・決して１人では対応しない 

・当事者と相対している職員は身動きできない場合が多い為、近くの職員、駆け付けた

職員はすみやかに連絡役として行動を取る。 

・救急外来における診療の際、医師が危険を感じた場合、１人では対応せず各科当番医

の協力を仰ぐ 

 

10－7 院内暴力についての報告、評価分析 

１．報告方法 

１）報告は、事故報告書により行う。 

 ２）報告順路は以下の通りに行う。 

(1)診療部 当事者→科長補佐→医長（科長）→室長（局長）→部長→副院長→院長 

(2)看護部 当事者→科長補佐→科長→次長→部長→副院長→院長 

(3)経営管理部 当事者→副長→課長→部長→副院長→院長 

(4)診療技術部 当事者→科長補佐→科長→部長→副院長→院長 

(5)薬剤部 当事者→科長補佐→科長→部長→副院長→院長 

２．評価分析について 

当該報告については、医療安全管理委員会において効果的な評価分析を行い、事故の

防止を図るため対策を講じ、関係職員に周知する。 
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10－8 緊急事態発生時マニュアル 
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令和 2 年 1 月一部改訂 

令和 3 年 4 月一部改訂 

令和 4 年 4 月一部改訂 

令和 5 年 4 月一部改訂 

令和 6 年 4 月一部改訂 

 


